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＜新年度会費の早期納入願い＞ 

 会計年度としては新年度が4月1日より始まりました．3月に赤字会計回避のために2020

年度会費の前納をお願いしたところ，80余名の方が前納されました．おかげさまで赤字会

計にならずに済みました．深く感謝申し上げます． 

なお，全国本部への会費納入は，毎月ごとに登録支部会員全員の本部会費を，その月まで

の既納入者の会費で納入していますので，早期に会費納入がないとやり繰りが大変なこと

となります．引き続き今年度会費の早期納入にご協力くださるように切にお願い申し上げ

ます．                       （支部財政担当幹事・鈴木） 
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あけましておめでとうございます． 

去年はどうにか国会での改憲発議を食い

止めることができました．しかし1年1年が

勝負です．孫たち若者が戦場に駆り出される

時代は来て欲しくありません． 

 

 

 

 

 

朝鮮植民地支配の歴史を辿って― 

京都支部：C. Y 

 今年度JSA若手企画では，2月25日（火）

～27日（木）の3日間にわたり韓国フィール

ドワーク（FW）を実施した． 

FW初日に訪れた植民地歴史博物館では，

学芸員の野木香里氏のガイドのもと日清戦争

から現代までの韓国近現代史をたどる資料を

見学した．この植民地歴史博物館は，日本が

どのような植民地支配を行ってきたかを知る

ための貴重な博物館であると同時に，「“親日

派”育成政策の歴史」をたどる博物館でもあ

る．1910年8月29日，「強制併合条約」（「韓

国併合ニ関スル条約」）が公布され，朝鮮は日

本の完全な植民地となったが，当時の大韓帝

国の皇室と「併合に功労がある」親日派は，

大韓帝国の主権と領土・国民を完全かつ永久

に日本の「天皇」に譲り渡す対価として，潤

沢な生活や高位職の地位が授けられた．日本

は，親日派を優遇する一方で，抵抗する民衆

の義兵たちに対しては容赦ない武力弾圧を行

ってきたのである． 

 2 日目午前中に訪れた景福宮は，ソウル市

内の中心に位置し，1894年に東学農民革命が

起こった際，日本が軍隊を派遣して武力で占

領した朝鮮王朝の王宮である．広大な敷地内

のいたる所に当時の王や王妃，宮人たちの生

活空間となった建物，憩いのための庭園など

が存在し，ツアーガイドの案内を受けながら

見学した．ツアーガイドの方による説明もあ

り，日本語の案内パンフレットでは曖昧な説

明となっていた日本軍の侵略行為について具

体的に話を聞くことができた．現地では民族

衣装を着た観光客が写真を撮る姿が散見され，

朝鮮王朝の華やかな生活様式に思いをはせる

目的で訪れる人が多いのだろうとは思いつつ

京都支部第 54回定期大会について 

コロナ感染流行に際して集会を取りやめ，郵便（メールも可）投票に切り替えることにし

ました．（京都支部幹事会） 

大会関連の日程は以下の通りです． 

4月13日（月）支部ニュース4月号，大会議案書（案），幹事の立候補案内を発送 

5月 1日（金） 第13回京都支部幹事会・ワーキング会議，議案書修正提案ならびに立候

補締切 

5月 12日（火）支部ニュース5月号，修正議案書（立候補幹事の氏名を告知），投票ハガ

キを発送 

6月5日（金） 第14回京都支部幹事会・ワーキング会議，投票用紙の開票 

6月11日（木）支部ニュース6月号で結果を発表 

 

JSA若手企画：韓国フィールドワーク（2/25～27）の感想 

 
                            山口進次・久志本俊弘 
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も，それとは対照的な学ぶべき歴史があるこ

とが強く印象付けられた． 

 2 日目午後に訪れた戦争と女性の人権博物

館では，慰安婦被害者の方々の経験や記憶が

刻まれた資料が展示されていた．戦地で経験

したであろう爆音が実際に再現され，暗く狭

い地下の展示室から2階に上がっていく階段

には，慰安婦被害者の方々の希望を訴える声

が数多く展示されていた．また，博物館の 2

階には亡くなった慰安婦被害者の方々へ献花

ができるスペースがあり，写真と名前が展示

されていた．今年の1月に亡くなった方もお

り，慰安婦問題の解決が未だ果たされていな

いなか，どのような気持ちで死を迎えたのだ

ろうかと考えずにはいられなかった． 

 3 日目午前中は民主人権記念館（旧南営洞

対共分室）を訪れ，韓国における民主化運動 

の歴史を学んだ．民主化運動に参加した学生

の朴鍾哲（パク・ジョンチョル）が拘束され，

拷問を受けたとされる部屋を実際に見学し，

一般市民が受けた過酷な弾圧やその恐怖を知

ることのできる場所であった．1 日目の植民

地歴史博物館の展示資料でも感じたことであ

るが，民主化運動への弾圧が実際に行われて

いた場所を民主人権記念館として広く人々に

知ってもらう場所として造成したことは，韓

国社会における民主化運動の歴史に対する省

察の姿勢の表れであると感じ，日本も積極的

に学んでいかなければならないと感じた． 

 以上，3日間のFWを振り返る形で感想文

をまとめたが，今回のFWで学んだ歴史を踏

まえ，今後も徴用工問題や慰安婦問題を始め

とする日韓関係について，省察の視点を意識

しながらより深く考えていきたい． 

-------------------------------------------- 

韓国フィールドワークに参加して 

京都支部：H. N 

今回のフィールドワーク（FW）は，近代

から現在に至る韓国のあゆみに触れることが

でき，また大学院生という自身と社会との関

わりということで考える素材を得た，学びの

多いものとなりました．雑然とした感想です

がご海容ください． 

第一に，自国の歴史をきちんと見つめよう

とする韓国の方々の気概を感じることができ

ました．ソウル駅にほど近い「植民地歴史博

物館」では，近代の朝鮮半島の歴史が日本と

の関係を主眼として整理されており，また当

時の空気が感じられる生生しい物品も展示さ

れていました．しかし個人的にこちらの博物

館で特に印象に残ったのは，日本支配を甘受

しそれに積極的に協力した朝鮮の方 （々＝「親

日派」）についての詳細な展示です． 

また，戦争と女性の人権博物館では，当然

中心的な展示は日本軍の従軍慰安婦のそれで

した．ただ，こちらでは韓国軍がベトナムで

行った性暴力についてかなり詳しい展示がさ

れていました． 

いずれも，自分たちにとって単純でない問

題であってもきちんと向き合おうとする韓国

の方々の知的良心に支えられた，気骨を感じ

る迫力のある企画でした．特に帰国後書店の

本棚に鎮座する「嫌韓本」を目の当たりにす

ると，省みて日本の言論状況に一抹の不安を

覚えます．自分たちの歴史を正負の両面とも

にどうやって伝えていくのか，考えることの

必要性を改めて実感しました． 

第二に，大学院生という位置取りにある

我々が社会の中でどのような活動をしていく

のかという課題を，改めて認識しました． 

一昨年の夏の学校でも同様のことは感じたの
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ですが，少ない京都支部からの参加者として

は，東京支部の方々とも楽しく交流させても

らいました．話題は各々の研究やJSAの活動，

またそれぞれの置かれている経済的な状況な

ど多岐に及び，支部としてどのような活動を

行っていくのか，大学院生というポジション

だからできること，また大学院生という固有

の立ち位置の利害をどうやって守るのか等々，

沢山の宿題を貰いました． 

さらに今回は韓国の大学院生の方との交

流にも，大いに刺激を受けました．交流会が

催され，いらっしゃったのは韓国の大学院生

の待遇改善運動を組織していらした方であり，

カナダとアメリカの大学院生組合の会合に参

加して戦い方を参考にしたという逸話や，東

アジアをまたにかけた大学院生同士の組織化

の必要性など，とかく近視眼的になりがちな

私は目を白黒させるばかりでした．ただ2017

年の「キャンドル革命」について，聞きそび

れたことが心残りです．これ以後の交流にて，

また是非お伺いしたい点です． 

 学んだことは尽きませんが，紙幅はもはや

これまでのようです．末尾ではありますが，

今回のFWに関わった全ての皆様に深く御礼

申し上げます．FWを企画してくださった東

京支部の方々，現地までいらっしゃって韓国

にまつわる色々な話をお聞かせくださった旅

行会社の社長さま，堪能な語学力と適切な引

率でFWを大いにサポートしてくださったお

二方，コロナで大変な折に日本からの渡航者

を厚遇してくださったソウルの市井の方々，

そしてこのたびカンパをいただきました全国

のJSAの会員の皆様，本当にありがとうござ

いました． 

------------------------------- 

 

日本と韓国からみる国家と国民の対立関係 

京都支部：F. M 

今回の韓国フィールドワーク（FW）で私

は初めて海外に行くことになりました．言語

の壁や文化などを肌で感じ，非常に多くの刺

激的な経験をしました．そして植民地歴史博

物館や民主化人権記念館などに行き，多くの

ことを学びました．今回の韓国FWで学んだ

ことは大きく分けて2つあります． 

まず第1に，徴用工問題や慰安婦問題の被

害者の方々の訴えを知ることができたことで

す．FWに参加する前，私は徴用工や慰安婦

の問題についてあまり詳しく知らない状態で

した．まず私が最初に持っていた認識は，日

本に対して韓国国民は対立感情を持っている

ということでした．これは主にメディアを通

して染み付いていたものでした．しかし植民

地歴史記念館や民主化人権記念館でお話を聞

く中で，当事者の方々が何を求めているのか

が見えてきました．それは日本政府が当事者

に対して過去に帝国主義国として行ってきた

非人道的な行いについて，謝罪の姿勢を見せ

るということでした．つまり徴用工や慰安婦

問題は外交問題ではなく，人権問題であると

いうことです．こうした問題に関して日本政

府やメディアは韓国と日本の対立の面を強調

します．しかし実際にはこの問題は国家と国

民の対立と理解すべきだと私は考えます．現

在の安倍政権では徴用工や慰安婦の被害者の

方々に謝罪の意を見せることを一切しません．

それどころか徴用工に関わった企業への裁判

に介入し，3 権分立すら脅かしています．日

本国民は国家と国民の対立という観点から，

当事者の方々と人権侵害に対する謝罪の姿勢

を日本政府に要求していくことが必要だと思

いました． 
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 第 2 に，韓国の民主化運動の歴史です．

1980年代韓国では歴史的転換点となる，韓国

民主化闘争が起きています．この背景には独

裁政権がありました．独裁者朴正煕が暗殺さ

れた後に間接選挙によって誕生した全斗煥大

統領は軍事独裁体制を敷き，民主化運動に関

わる学生を拷問によって死亡させてしまう事

件が起きています．こうした拷問事件がきっ

かけとなり，民主化運動は500万人規模にな

ったとされています．韓国では国民全体とし

て国家による国民の弾圧を経験しているのだ

と感じました．私にはそうした歴史に関する 

知識がなかったため大変驚きました．日本の

感覚からすると国家による暴力的側面はあま

り実感がありませんが，韓国の人々はそれを

肌で覚えているのかもしれません．こうした

韓国の歴史に触れると，民主主義がいかに国

民のために必要かが感じられます．そして日

本も他人事ではなく，現在民主主義が脅かさ

れている状況だと思います．こうした韓国の

歴史に触れて，民主化運動の重要性が実感で

きました． 

 今回の韓国FWでは以上のような学びを得

ることができました．このような機会を得る

ことができて大変良かったです．今後もJSA

の活動に関わることができたらと思います． 

 

 

コロナ感染流行が騒がれる中，標記シンポ

ジウムが 3月 29 日，京大病院近くの京都教

育文化センターで開かれた．約 50 人が参加

した． 

「2020 英語入試改革の瓦解から学ぶべき

こと」と題して京都工芸繊維大学の羽藤由美

教授（応用言語学）が講演した．英語の話す

能力の習得には豊富なインプット（目にした

り耳にしたりする言語情報）が必要なのに，

その条件が満たされていない．今回の入試改

革の失敗は，権力中枢で一部の“専門家”が

民間試験を過信し，高校現場の抱える問題を

単純化して机上の空論を振り回したことにあ

る．今の日本の英語教育政策は明らかに失敗

している．責任は生徒や先生にあるではなく，

愚策しか繰り出せない政府・文科省にある．

改革の中枢を担ってきた研究者・教育者の刷

新こそ喫緊の課題だ． 

講演に続いて，大学教員，現役高校生の親，

高校教師，現役高校生によるパネルディスカ

ッションが行われ，それぞれの立場から今日

の大学入試改革に振り回される生々しい実態

が報告された．入試対策にはまり込んだ現在

の高校教育が豊かな人格形成を目指す教育理

念とは程遠いところにある．それがひしひし

と伝わった．花園大学の植田健男教授（教育

経営学）は，今日の日本の教育が経済界トッ

プに牛耳られ，文科省は下請けに転じている，

と訴えた．落ち込んだ日本の技術力を立て直

すため，一握りの“優秀な”生徒を育て，そ

れをいかに“選抜性の高い”大学に送り込む

か，そのことに彼ら（経済界と権力中枢）は

汲汲としている． 

シンポジウムに参加して，教育基本法改悪，

国立大学法人化以降，日本の教育が一段と劣

化している現状を見せつけられた．司法・立

法・行政の三権に加えて教育権の分立がない

限り教育再生はない，と改めて強く思った． 

 

（文責 宗川吉汪）

シンポジウム（3/29）の報告 

これからの大学入試のあり方を考える 
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標記例会が 3月 26日（木）3時より京都支部事務所で開かれた．参加者7名．「3月号特集」

より4篇の論文が取り上げられた． 

               -------------------------------------------------------------------------------

磯部 作「海ごみ問題の状況と解決への課題一

瀬戸内海を中心として」（報告 菅原建二） 

筆者は，海ごみ問題の各種団体や委員会の

理事，委員，アドバイザーなどとして，主に

瀬戸内海を中心に，海ごみ問題の調査・研究

に携わってきた．その経験から海ごみ問題の

状況と解決への課題について論述している． 

海ごみには漂流ごみ，漂着ごみ，海底ごみ

がある．小型機船底曳網漁船を使用して実施

した瀬戸内海全域 53 地点の海底ゴミ調査に

よれば，ごみ採取不可地点は潮流の速い伊予

灘の1地点だけで，他の全ての海域で海底ご

みの存在が明らかになった．回収海底ごみの

うち，プラスチック類の個数は87％（重量で

は 44％）であった．海底数 10 cmまでの深

さにある海底ごみの総量は 1万 3000トン以

上と計算できた．また，海底ごみの存在海域

は，地域の状況や潮流や地形などに影響を受

けることが判明した． 

瀬戸内海の漂流ごみは約1万m3と推定さ

れた．ごみの種類は，木・竹片が49.0％，石

油製品 35.0％，海藻 10.4％，野菜類 1.9％，

瓶缶類 2.8％であった．また，瀬戸内海の海

岸漂着ごみの量は，調査で大きな幅があり，

最大では1万3500～4万トンであった． 

海ごみの被害としては，プラスチックを鳥

類や魚介類などが誤飲・誤食する．また，マ

イクロプラスチックが有害物質を付着しやす

い．その他，様々な悪影響が報告されている． 

 海ごみの回収責任は，基本的には海や海岸

の管理者である．とりわけ環境省や自治体の

環境部局は責任を持たなければならない． 

海ごみの回収方法と対策では，マイクロプ

ラスチックの回収は，非常に困難であり，回

収可能なサイズのうちに行うことが重要であ

る．海底ごみは，小型機船底曳網漁業や沖合

底曳網漁業などで操業時に回収しており，委

託料などを補助すべきである． 

海ごみの発生抑制には，ごみの約8割は陸

域の河川から流入するので，河川流域全体，

特に国土交通省や都道府県などが率先して，

ごみの回収に取り組む必要がある．また，大

量生産，大量流通，大量消費，大量廃棄の社

会システムを変えなければならない． 

おわりに，岡山県日生町や尾道市の取り組

みからわかるように，小型機船底曳網漁業な

どで海ごみを日常的に回収すれば大幅に減少

させることが可能である．加えてプラスチッ

クの製造段階から海ごみ発生抑制に取り組め

ば，海ごみ問題は解決に向けて進むことがで

きると提言している． 

 （感想）海ごみ問題を浅くではあるが広く

捉えることができた．海ゴミ問題の核心は，

他でも同じあるが，やはりプラスチックであ

る．現在，我々は地球に害を及ぼさずにプラ

スチック類の使用を止めることはできないの

で，製造を中止することもできない．したが

って，地球に優しいプラスチックの代替品を

開発するしかない． 

 

『日本の科学者』読書会3月例会（3/26）の報告 

3月号特集：プラスチックごみ等による海ゴミ問題 
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塩飽敏史「備讃瀬戸海域における海ごみの実

態と取り組み ─ 海底ごみ問題を中心に」（報

告：大倉弘之） 

 瀬戸内海の岡山と香川両県に挟まれる備讃

瀬戸海域における海底ごみ問題に対する岡山

県側の取り組みと現状報告，解決への提言が

示される． 

 第 1 節では，2000 年度に当時の寄島町漁

協の小型底びき網漁業者の協力（日常操業時

にごみ回収）の下，「みずしま財団」が始めた

「備讃瀬戸海域における海底ごみの実態」把

握調査と，環境省や岡山県に対する政策提言

の提出（2002年度），啓発活動などの取り組

みが紹介された．ごみの実態は7割以上が日

常プラスチック系製品で大半が 1〜2 年以内

だが，長期堆積していた 70 年代の缶ごみも

あった．また，操業中の回収ごみは産廃とし

ての処理費用負担のため海に戻す漁業者も少

なくなかった．2006年度に環境省地方事務所

「瀬戸内海海ごみ対策検討会」実態把握専門

部会で海ごみの回収可能量の推計が始まった． 

 第2節では，川からの流入実態把握のため

の高梁川流域における一連の取り組みが紹介

されている．2010年度からの流域での基礎調

査と「流域クリーン一斉行動」や散乱ごみ回

収・集計作業の結果，ごみは下流部が圧倒的

に多く，プラスチックが個数別で約8割，重

量別で約5割あり，高梁川本支流と周辺から

年間約 130t のごみが瀬戸内海に流入してい

ると推計された． 

 第3節「岡山県における海底ごみ回収・処

理体制の現状」では，県が 2003 年度から設

置を開始した「海底ごみステーション」が，

2013年時点で沿岸7市に計13基（地域の施

設で処理される体制）となり，同年度の沿岸

の 20漁協と 7市に対するアンケートとヒア

リング調査の結果．10年間で少なくとも300t

程度の海底ごみが回収され，岡山県海域では

回収可能な海底ごみは約200t（約6年半で回

収可能）と推計されたが，陸からの流入をな

くす対策は必須である． 

 第 4 節「提言」では，（回収処理対策とし

て）海底ごみステーション増設とごみ買取制

度の検討，（発生源対策として）用・排水路で

の対策（より小規模な河川のうちに回収），ボ

ランティア支援・活躍の仕組，回収ごみ処理

を含む各自治体による支援，ごみとなる製品

を製造している業界団体に伝達し社会全体の

問題とすること，河川管理の中でのごみ回収

の位置づけ，を求めている． 

 最後に，国連の持続可能な開発目標

（SDGs）の12「つくる責任，つかう責任」

に結びつけて．どうしても必要なもの以外は

極力使い捨て製品を使用しない，企業には生

産段階で廃棄物になったときの回収の仕組み

まで考えたモノづくりを徹底させることを求

めて結んでいる． 

感想：論文著者の属す「みずしま財団」は，

倉敷公害訴訟（1983〜96 年）の和解を基に

2000 年に設立された（企業 8 社からの解決

金約14億円は水島地区の環境改善に使える）

という．こういう財団がなくても，国・自治

体が主導的に取り組むべきことと感じた．特

に，流通問題を含む下線部が国の施策として

最重要である．  

 

瀬木志央「フィリピンにおけるプラスチック

ごみ流出の現状と課題」（報告者・鈴木博之） 

 フィリピンは中国，インドネシアに次ぐ世

界第三位のプラスチックごみの海洋流出国と

されているが，その削減と回収の取り組みに

ついて概観した論文である．フィリピンでは
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特に伝統的な零細雑貨店で商品をビニール小

袋に細分して販売したり，食堂や屋台でビニ

ール袋が多用されており，プラスチックごみ

の総量は年間 270 万トンとされる．総量の

84%は一旦は回収されるものの，その 17％，

39万トンが処理不適切で海洋に流出し，また，

未収集のプラスチックごみの 31％，13.5 万

トンも海洋に流出しているとされる．海洋で

の人間活動に由来するプラスチックごみの実

態は未調査で不明である． 

 2001年の固形廃棄物管理法で，リサイクル

可能なごみは資源回収施設へ，不可能なごみ

は衛生処分場へとなっているが，資源回収施

設の設置率は2016年で31%，衛生処分場は

15%の自治体にとどまっている．莫大な設置

費用と適地選定の難航が問題であるという．

回収されたごみが流出する要因は，処理シス

テムが自治体の現実的なキャパシティーを超

えているのである． 

 しかしながら，プラスチックごみ問題に関

する社会的関心は近年若者を中心に高まりつ

つあり，使い捨てプラスチック製品の使用を

制限する自治体がセブ都市圏中心に増加して

おり，また，海洋プラスチックごみ回収の運

動も国の内外と連動して盛んになりつつある

事例が紹介されている． 著者は最後に，海

洋プラスチックごみ問題の根本的解決には，

十分な衛生処分場の整備や廃棄物転換率の向

上だけでなく，プラスチックごみが大量に発

生する経済のあり方を変え，企業の責任を明

確化することなどが不可欠と結論するが，デ

ュテルテ独裁下のフィリピンでその可能性は 

低いと感じた． 

 

原田禎夫「市民協働による内陸部からの海ご

み対策の展開―『かめおかプラスチックごみ

ゼロ宣言』にみる行政・企業・NPO の協働

取り組み」（藤本文朗） 

原田禎夫氏の論文は，京都生まれの私にと

ってなつかしい，保津川のプラスチックごみ

をなくす地域の活動でしたので関心深く読み，

いろいろ教えられました．そしてこの問題が

マスコミに取上げられ，読書会の2日前，亀

岡市議会でプラスチック製レジ袋提供禁止条

例が成立しました（京都新聞 3/15）．原田論

文よりくわしく条例が書かれています（以下）． 

------------------------------ 

亀岡市プラスチック製レジ袋提供禁止条例 

〈内容〉 

➀小売店だけでなく全ての店舗，事業所が対

象 

➁事業者（店舗）は，プラ製レジ袋を有償無

償問わず，提供してはならない 

➂事業者は，水と土に溶ける生分解性袋（紙

製など）でも無償で提供してはならない 

➃市は事業者に立ち入り調査できる 

➄市は違反した事業者に是正勧告できる 

➅市はごみ削減に努めた市民，事業者を表彰

できる 

〈罰則〉 

○是正勧告に従わなかったり，立ち入り調査

を拒否した場合，市が事業者名を公表でき

る．公表する際は，第三者機関の審査会で

審議する 

〈施行〉 

○2021年1月1日施行，罰則は21年6月1

日施行 

------------------------------ 

➂は私として理解しにくかったです． 

しかし，基本問題はプラスチックを作る企

業に責任があり，この号の言葉の玉手箱に書

かれている「海洋プラスチック憲章」の理念
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が大切です（日本は署名してないが）．又，以

下の新聞記事（京都新聞 3/17）が重要と思い

ます． 

----------------------------- 

海で溶けるプラ 

植物素材で作製 

      阪大教授ら 

でんぷんと植物繊維のセルロースを原料に海

で溶けるプラスチックを開発したと，大阪大

学の宇山浩教授（高分子材料科学）らが 17

日までに発表した．水に強く気体を通さない

特長を生かして食品の包装などに使えそうで，

宇山さんは「海洋プラスチックごみ問題を解

決する一助になってほしい」と語った． 

 

 

 

最近，裁判官に対する二つの批判記事を読

んだ．一つは岩波書店発行の雑誌「世界」に

連載されている「片山善博の日本を診る」と

題する記事で，2020年4月号（76頁）に「で

たらめな行政事件訴訟を正す」と題して，元

総務大臣片山善博氏が大阪府泉佐野市の「ふ

るさと納税」をめぐる訴訟事件について大阪

高等裁判所の担当裁判官に対する批判を述べ

ている．「ふるさと納税」とは，片山氏の記事

によると，どこの自治体に寄附をしても寄付

した人は寄付額の 99.8％が減税されるとい

う制度のようである．泉佐野市事件とは，地

方自治体への個人の寄付に対する返礼品の額

が高額になりすぎるとしてその額を「三割以

内」とした総務省の助言に泉佐野市が従わな

かったことである．これに対して，総務省が

泉佐野市を減税措置の対象外としたが，この

措置は，「国又は都道府県の職員は，普通地方

公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関

が行った助言等に従わなかったことを理由と

して，不利益な取り扱いをしてはならない．」

とする地方自治法第247条第3項の規定に明

らかに違反している．それにもかかわらず，

泉佐野市が「適用除外の解除」を求めて大阪

高等裁判所へ提訴した裁判の判決は泉佐野市

の訴えを退けるものであった．片山元総務大

臣はこの判決を見て，「一言で言って，でたら

めな判決である．」とし，そして「裁判官は法

に従うのではなく，総務省に寄り添っている

かの如くである．」と法を無視した裁判官ので

たらめ判決を批判している． 

二つ目の記事は，愛知県で起きた実の娘に

対する性的暴行事件に関する裁判について，

共同通信の記者阿部拓朗氏が京都新聞（2020

年 3月 23日朝刊 13面）に，「裁判官は被害

実態を学べ」と題する記事を書いている．無

罪判決を出した一審名古屋地方裁判所岡崎支

部の裁判官は，性暴力の実情にあまりにも無

知であるとし，一審判決を取り消し懲役 10

年の実刑を言い渡した名古屋高等裁判所の判

断により，司法への信頼はかろうじて保たれ

たとしている． 

しかし，片山氏の「でたらめな行政事件訴

訟を正す」記事にも阿部氏の「裁判官は被害

実態を学べ」という記事にも，担当裁判官の

氏名は全く記されていない．「一言で言って，

でたらめな判決である．」と言うならばその担

当裁判官の氏名を記して批判するべきであろ

う．また，父親が実の娘に性的暴行を加える

ことは公序良俗に反する行為であり，近親相

寄稿：裁判の判決批判は裁判官に対して行うべきである 

富田道男 

 
 

 

左近拓男 
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姦という禁忌の罪を犯したことになり，その

犯罪性は明らかである．裁判官がこの行為を

無罪とする判断は社会にとり有害であり，そ

の裁判官の氏名を明らかにして糾弾して然る

べきであろう．また，一審判決を誤りとして

取り消した名古屋高等裁判所の裁判官に対し

ては，司法の面目を保ったことを言うだけで

はなく，氏名を記してその適切な判断に賛辞

を贈って然るべきである． 

だが二人の著者は，片山氏も阿部氏も担当

裁判官の氏名を全く記していない．裁判の判

決について当不当を評する人たちは何故に判

断を下した裁判官の氏名を書かないのであろ

うか，日本のメディア社会における暗黙の了

解事項なのかもしれないが，このような手法

は的外れの批判を許す理解しがたい不合理な

ものである． 

最高裁判所の裁判官を除くと，その他の下

級裁判所の裁判官は，裁判所を渡り歩く世に

言う「転勤族」であり，たまたま所属した裁

判所において担当し，結審した事件に関する

判断を決め判決を言い渡すのは裁判官である．

したがって，判決に対する批判は担当裁判官

の判断に対して行うというのが道理であろう

から，一般市民の視点からすれば，裁判官の

氏名を示してその人の判断を批判するのが常

識的なやり方であり，氏名を伏せた批判では

不当判断を正すことはできないと言える． 

裁判の判決を批判する際に裁判官の氏名

を伏せるというメディアの状況は，「法曹界」

という閉鎖的な「ムラ社会」をますます市民

社会から遠ざけて，憲法に保障された国民の

諸権利を守るべき司法が国民に対して行われ

る様々な不当行為を「黒い法服」の下に隠ぺ

いすることを助長するものではないのだろう

か． 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの流行と感染防御につい

て，以下，簡単にまとめてみた． 

 

1）新型コロナウイルス感染症は，新型コロ

ナウイルス（SARS-CoV-2，Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus-2）によ

って発症する急性呼吸器疾患（COVID-19，

Coronavirus disease 2019）である．2019年

11月に武漢市で初めて検出された． 

2）今回の新型コロナウイルスは，コウモリ

のコロナウイルスとセンザンコウのコロナウ

イルスとが組み合わさって誕生したようであ

る．（センザンコウは鱗甲目の哺乳動物．アル

マジロ類に似ている．中国では肉を食用，鱗

を魔よけとして用いる．） 

3）コロナウイルスのゲノムは一本鎖のプラ

ス RNA．宿主細胞でそのままメッセンジャ

ーRNA（mRNA）として機能する．ウイル

スは，感染→複製→放出の3段階で増殖する．

複製にはプラス鎖 RNA からマイナス鎖

RNAを転写する必要がある．（インフルエン

ザウイルスのゲノムは一本鎖マイナスRNA） 

4）ウイルス表面にあるタンパク質が標的細

胞表面の分子を認識して結合する．コロナウ

イルスの標的細胞は気管支や肺，心臓，腎臓，

消化器などにある．潜伏期間は最長12・5日

間とされている． 

5）ウイルス感染により，生体では免疫機構

寄稿：新型コロナウイルスの流行と感染防御 

宗川吉汪 

 

 

左近拓男 
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が働き出してウイルスを駆逐しようとする．

はじめに自然免疫が働き，次に獲得免疫が働

く． 

6）自然免疫は，侵入してきたウイルスを食

細胞が食べることから始まる．すると食細胞

は活性化されて，さまざまな信号分子（サイ

トカイン）を放出し，獲得免疫を活性化する． 

7）同時に，ウイルスに感染した細胞はイン

ターフェロンを産生する．インターフェロン

は周囲の細胞に働いてそれらを抗ウイルス状

態にする．（ある種のウイルスが感染すると他

種のウイルスが感染しにくくなる．） 

8）自然免疫を突破したウイルスは獲得免疫

の標的になる．担当する細胞はリンパ球であ

る．獲得免疫はウイルス（抗原となる）ごと

に特異的である．（古いタイプのコロナウイル

スに対する獲得免疫は新型ウイルスには無

効） 

9）獲得免疫は，担当するリンパ球の違いに

より，細胞性免疫と体液性免疫に分類される． 

10）細胞性免疫はキラーT 細胞が担当する．

感染細胞を攻撃する機序は以下の通り． 

まず，食細胞である樹状細胞がウイルスを取

り込む→食細胞でもある樹状細胞がヘルパー

T細胞にウイルス抗原を提示（1000億以上の

異なる抗原を認識するT細胞が用意されてい

る）→抗原特異的ヘルパーT細胞が活性化さ

れ増殖→活性化したヘルパーT細胞がインタ

ーロイキンを分泌→インターロイキンにより

キラーT細胞が活性化し増殖→キラーT細胞

が感染細胞を攻撃 

11）ヘルパーT細胞やキラーT細胞の一部が，

免疫記憶細胞として残る． 

12）体液性免疫の担当リンパ球はB細胞．ウ

イルス抗原に特異的な抗体がつくられ，抗原

抗体反応によりウイルスが排除される．その

機序は以下の通り． 

まず，樹状細胞が食作用でウイルスを取り込

む→樹状細胞がヘルパーT細胞に抗原提示→

ヘルパーT細胞が活性化し増殖→活性化した

ヘルパーT 細胞がインターロイキンを分泌

（ここまでは細胞性免疫と同じ）→インター

ロイキンによりウイルス特異的B細胞が活性

化し増殖（1000億以上の異なる抗原を認識す

るB細胞が用意されている）→活性化したB

細胞が抗体産生細胞に分化→抗体産生細胞が

抗体をつくる→抗原抗体反応によりウイルス

が凝集・不活性化→凝集したウイルスをマク

ロファージ除去 

13）ヘルパーT細胞やB細胞の一部は免疫記

憶細胞として体内に残る． 

14）ヒトには IgM，IgD，IgG，IgA，IgEの

５種類の抗体がある． 

IgG：血液（血漿中）に最も多い抗体．Y 字

構造．ヒト免疫グロブリン（抗体）の70-75%

を占める．ウイルスを凝集・不活性化．胎児

には血液を介して IgGが供給され，赤ちゃん

の免疫が発達するまで子供を守る． 

IgM：ヒト免疫グロブリンの約10%．通常血

液中に存在．基本のY構造が5つ結合した格

好をしている．ウイルスの侵入に際して最初

にB細胞から産生される．IgMの抗原に対す

る親和性は一般的にIgGに比べて弱いが，5-6

量体化することでその結合力を補っている． 

IgA：ヒト免疫グロブリンの10-15%．単量体

あるいは二量体で存在．血清，鼻汁，唾液，

母乳中，腸液に多く存在する．母乳に含まれ

る IgAが新生児の消化管を病原体から守る． 

IgE：ヒト免疫グロブリンの0.001%以下．本

来は寄生虫に対する免疫応答のために存在す

るが，アレルギーに大きく関与している． 

IgD：ヒト免疫グロブリンの1%以下．B細胞
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による抗体産生の誘導に関与すると言われて

いるが，正確な機能は不明． 

15）ワクチンの有効性について．インフルエ

ンザウイルスやコロナウイルスは，ウイルス

は侵入部である呼吸器粘膜上皮に局所感染し，

それが発症につながる．血液などを介して広

がるわけではない．それゆえ血清抗体（IgG）

のみを誘導するスプリットワクチン（例えば

インフルエンザワクチン）は重症化防止には

期待できるが，初期の感染防御には有効でな

い． 

16）粘膜上皮へのコロナウイルスやインフル

エンザウイルスの感染阻止には，IgAを中心

とする気道の局所免疫が有効である．しかし，

IgAの半減期は短く，防御免疫期間も3カ月

程度である． 

17）抗ウイルス薬の有効性について．抗生物

質や抗ウイルス薬は，細菌やウイルスなどの

量を減少させるが，完全に駆逐することはで

きない．最終的に抗原（ウイルスや細菌）を

駆逐するのは生体の持つ免疫機能である．免

疫力を高めること，それに勝る感染防除対策

はない． 

 

 

 

1. 大学入試の在り方を考えるシンポジウム実行委員会 

日時：4月13日（月）18:30〜21:00 

場所：京都教育文化センター 

2. 読書会4月例会 

日時：4月23日（木）15:00〜17:30 

場所：京都支部事務所 

『日本の科学者』4月号「九州・沖縄から東アジアの平和を」 

石川論文（宗川）/李論文（清水）/亀山論文（紺谷） 

3. 第12回京都支部幹事会 

日時：4月23日（木）18:00〜20:00 

場所：京都支部事務所 

4. 原発事故による甲状腺被ばくの真相を明らかにする会 検証委員会 

日時：4月24日（金）19：00〜20：45 

場所：京都支部事務所 

5. 満洲第731部隊軍医将校の学位授与の検証を求める会 役員会 

日時：4月30日（木）9：30〜 

場所：京都支部事務所 

6. 第13回京都支部幹事会・ワーキング会議 

日時：5月1日（金）13:30〜15:30 

場所：京都支部事務所 

4～6月の支部関連行事の案内（JSA近畿も参照） 
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7. 支部ニュース5月号編集 

発行日：5月12日（火）13：30〜 

場所：京都支部事務所 

8. 第14回京都支部幹事会・ワーキング会議 

日時：6月5日（金）13:30〜15:30 

場所：京都支部事務所 

9. 支部ニュース6月号編集 

発行日：6月11日（木）13：30〜 

場所：京都支部事務所 

◆ ◆ ◆ ◆ 支部幹事会・ワーキング会議だより ◆ ◆ ◆ ◆ 

第11回支部幹事会（3月26日）と第11回ワーキング会議（4月3日）の報告です． 

1. 会員の現況（4月9日現在） 

 一般会員203，特別会費会員3，家族割り特別会費会員3， 

若手会員7，若手特別会費会員10，合計226 

読者4 

2．会費納入状況（3月27日現在） 

2019年度会費未納者：一般 8/215，特別会員 0/3，家族割 0/3，若手 2/6，若手特別 3/11 

18年度会費未納者：一般4名，若手特別 3名 

17年度会費未納者：一般1名，若手特別 1名 

3．会計報告（会費は3月27日まで） 

2019年度累計                2019年度3月決算 

 収入累計   4,178,914円          3月収入合計 1,251,262円 

 支出累計   3,384,223円          3月支出合計  277,583円 

 収支累計    794,691円          3月分収支   973,679円 

 前年度繰越   419,566円          前月繰越金   240,578円 

  3月末残高  1,214,257円          3月末残高  1,214,257円 

  2月末残高   240,578円           2月末残高    240,578円 

4. 京都支部第54回定期大会について 

コロナ感染流行に際して集会を取りやめ，郵便（メールも可）投票に切り替えるこ 

とにしました． 

5. 3月〜4月の支部関連行事（支部ニュース3月号発行〜4月号発行）  

3月 11日（水）支部ニュース3月号発行，「日本の科学者」4月号発行 

3月 26日（木）3月読書会 

3月 26日（木）第11回支部幹事会 



 

- 14 - 

 

3月 27日（金）甲状腺被ばくの真相を明らかにする会 検証委員会 

3月 29日（日）大学入試の在り方を考えるシンポジウム 

4月 3日（金）第1１回ワーキング会議 

4月 13日（月）支部ニュース4月号発行，「日本の科学者」5月号発行 

（文責 宗川吉汪） 

 


